
■　適時開示体制

情報開示の実行

情報の報告

情報の発生

情報の精査、判断、承認、決議機関

　情報開示の指示

情報の報告

取締役会（重要事項の決定）

常務会（経営の意思決定）

情報取扱責任部門（総務部）
・ 情報の把握、収集、取りまとめ
・ 開示情報資料の作成

情報取扱責任者（担当執行役員）

情報開示責任者（代表取締役）

情報の適時開示

投資者へ重要な影響を与える事実、決算情報等

各部門
（決算情報については経理

子会社等


